
一
頁

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
」
を
「
特
定
理
由
離
職
者
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
特
定
理
由
離
職
者
と
は
、
離
職
し
た
者
の
う
ち
、
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
以
外

の
者
で
あ
つ
て
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
期
間
が
満
了
し
、
か
つ
、
当
該
労
働
契
約
の
更
新
が
な
い
こ
と
（
そ

の
者
が
当
該
更
新
を
希
望
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
更
新
に
つ
い
て
の
合
意
が
成
立
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
場
合
に

限
る
。
）
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
離
職
し
た
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。

附
則
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
基
本
手
当
の
支
給
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
四
条

第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
理
由
離
職
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
受
給

資
格
に
係
る
離
職
の
日
が
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
あ
る
も
の
に
係
る



二
頁

基
本
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
給
資
格
者
（
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
を
除
く
。
）
を
第

二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格
者
と
み
な
し
て
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。

附
則
第
十
条
第
三
項
中
「
附
則
第
十
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
十
三
条
と
し

、
附
則
第
九
条
を
附
則
第
十
二
条
と
し
、
附
則
第
八
条
を
附
則
第
十
一
条
と
し
、
附
則
第
七
条
を
附
則
第
八
条
と
し
、
同
条

の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
就
業
促
進
手
当
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
九
条

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
職
業
に
就
い
た
者
に
係
る
第
五
十
六

条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
か
つ
四
十
五
日
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
（
イ
に
該
当
す

る
受
給
資
格
者
に
あ
つ
て
は
、
三
分
の
一
以
上
か
つ
四
十
五
日
以
上
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
定
め
る
も
の
」
と
あ
る

の
は
「
定
め
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
十
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
「

十
分
の
四
（
そ
の
職
業
に
就
い
た
日
の
前
日
に
お
け
る
基
本
手
当
の
支
給
残
日
数
が
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
く
所
定
給
付

日
数
の
三
分
の
二
以
上
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
分
の
五
）
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
四
十



三
頁

」
と
す
る
。

（
就
業
促
進
手
当
の
支
給
を
受
け
た
場
合
の
特
例
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
十
条

第
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
再
離
職
の
日
が
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
で
あ
る
受
給
資
格
者
に
係
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
い
ず
れ
か
」
と
あ

る
の
は
、
「
い
ず
れ
か
又
は
再
離
職
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
理
由
離
職
者
」
と
す
る
。

附
則
第
六
条
を
附
則
第
七
条
と
し
、
附
則
第
五
条
を
附
則
第
六
条
と
し
、
附
則
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
給
付
日
数
の
延
長
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
五
条

受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
が
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
受
給
資
格
者
（
第
二
十
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
以
外
の
受
給
資
格
者
の
う
ち
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
理
由
離
職
者
（
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
者
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
内
の
失
業
し
て
い
る
日
（
失
業

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
日
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
所
定
給
付
日
数
（
当
該
受
給
資
格
者
が
第
二
十

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
内
に
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
た
日
数
が
所
定
給
付
日
数
に
満
た
な
い
場
合



四
頁

に
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
日
数
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
、
基
本
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
就

職
が
困
難
な
者
で
あ
る
と
認
め
た
も
の

イ

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
に
お
い
て
四
十
五
歳
未
満
で
あ
る
者

ロ

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
雇
用
機
会
が
不
足
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
地
域
内
に
居
住
す
る
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
当
該
受
給
資
格
者

の
知
識
、
技
能
、
職
業
経
験
そ
の
他
の
実
情
を
勘
案
し
て
再
就
職
の
た
め
の
支
援
を
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
認

め
た
者

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
所
定
給
付
日
数
を
超
え
て
基
本
手
当
を
支
給
す
る
日
数
は
、
六
十
日
（
所
定
給
付
日
数
が
第

二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
該
当
す
る
受
給
資
格
者
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
を
限
度
と
す
る
も
の
と

す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
受
給
資
格
者
の
受
給
期
間
は
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の



五
頁

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
期
間
に
前
項
に
規
定
す
る
日
数
を
加
え
た
期
間
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
七

十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
広
域
延
長
給
付
を
受
け
て
い
る
受
給
資
格
者
に

つ
い
て
は
、
当
該
広
域
延
長
給
付
が
終
わ
つ
た
後
で
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基

本
手
当
の
支
給
（
以
下
「
個
別
延
長
給
付
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
個
別
延
長
給

付
が
終
わ
つ
た
後
で
な
け
れ
ば
広
域
延
長
給
付
、
」
と
、
「
行
わ
ず
」
と
あ
る
の
は
「
行
わ
ず
、
広
域
延
長
給
付
を
受
け

て
い
る
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
広
域
延
長
給
付
が
終
わ
つ
た
後
で
な
け
れ
ば
全
国
延
長
給
付
及
び
訓
練
延
長
給

付
は
行
わ
ず
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
広
域
延
長
給
付
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
個
別
延
長
給
付
、
広
域
延
長
給
付
又
は
」

と
、
「
広
域
延
長
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
個
別
延
長
給
付
又
は
広
域
延
長
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
」
と

、
「
広
域
延
長
給
付
が
行
わ
れ
る
間
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
延
長
給
付
が
行
わ
れ
る
間
」
と
、
「
行
わ
な
い
」
と
あ

る
の
は
「
行
わ
ず
、
広
域
延
長
給
付
を
受
け
て
い
る
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
個
別
延
長
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た

と
き
は
、
個
別
延
長
給
付
が
行
わ
れ
る
間
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
広
域
延
長
給
付
は
行
わ
な
い
」
と
、
第
二
十
九
条
第
一

項
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
全
国
延
長
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
、
全
国
延
長
給
付
又
は
個
別
延
長
給
付
」
と
、



六
頁

第
三
十
三
条
第
五
項
中
「
広
域
延
長
給
付
」
と
あ
る
の
は
「
個
別
延
長
給
付
、
広
域
延
長
給
付
」
と
、
第
七
十
二
条
第
一

項
中
「
若
し
く
は
第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

、
第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
附
則
第
五
条
第
一
項
各

号
」
と
す
る
。

第
二
条

雇
用
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
―
第
六
十
一
条
の
六
」
を
「
・
第
六
十
一
条
の
五
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
七
・
第
六
十
一
条
の
八
」
を
「
第

六
十
一
条
の
六
・
第
六
十
一
条
の
七
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
六
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

育
児
休
業
給
付
金

第
六
十
一
条
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
育
児
休
業
基
本
給
付
金
」
を
「
育
児
休
業
給
付
金
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
四
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
育
児
休
業
基
本
給
付
金
」
を
「
育
児
休
業
給
付
金
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
育
児
休
業
基
本
給
付
金
」
を
「
育
児
休
業
給
付
金
」
に
、
「

以
下
こ
の
款
」
を
「
次
項
」
に
、
「
次
項
及
び
次
条
第
二
項
」
を
「
同
項
」
に
、
「
百
分
の
三
十
」
を
「
百
分
の
四
十
」
に



七
頁

改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
育
児
休
業
基
本
給
付
金
」
を
「
育
児
休
業
給
付
金
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
五
を
削
る
。

第
六
十
一
条
の
六
第
一
項
中
「
育
児
休
業
基
本
給
付
金
」
及
び
「
育
児
休
業
給
付
」
を
「
育
児
休
業
給
付
金
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
育
児
休
業
給
付
」
を
「
育
児
休
業
給
付
金
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に

、
「
育
児
休
業
基
本
給
付
金
」
を
「
育
児
休
業
給
付
金
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
一
条
の
五
と
し
、
第
三
章
第
六
節
第
三

款
中
第
六
十
一
条
の
七
を
第
六
十
一
条
の
六
と
し
、
第
六
十
一
条
の
八
を
第
六
十
一
条
の
七
と
す
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
第
六
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
育
児
休
業
給
付
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
」
を
削
り
、
「
第
六
十
一
条
の
五
第
二
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
に
つ
い
て
は
」
の
下

に
「
、
当
分
の
間
」
を
加
え
、
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
四
十
」
に
、
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
改
め
る
。

（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。



八
頁

附
則
第
八
条
中
「
附
則
第
六
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
中
「
附
則
第
十
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
雇
用
保
険
率
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
十
一
条

平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
第
十
二
条
第
四
項
の
雇
用
保
険
率
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
千
分
の
十
九
・
五
」

と
あ
る
の
は
「
千
分
の
十
一
・
五
」
と
、
「
千
分
の
二
十
一
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
千
分
の
十
三
・
五
」
と
、
「
千
分
の

二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
千
分
の
十
四
・
五
」
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同

条
第
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
ノ
三
第
二
項
中
「
第
三
十
三
条
ノ
十
二
ノ
二
第
二
項
各
号
」
を
「
特
定
理
由
離
職
者
及
第
三
十
三
条
ノ
十
二

ノ
二
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。



九
頁

前
項
ノ
特
定
理
由
離
職
者
ト
ハ
離
職
シ
タ
ル
者
ノ
中
第
三
十
三
条
ノ
十
二
ノ
二
第
二
項
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
以
外
ノ

者
ニ
シ
テ
期
間
ヲ
定
ム
ル
契
約
ノ
期
間
ガ
満
了
シ
且
当
該
契
約
ノ
更
新
ナ
キ
コ
ト
（
其
ノ
者
ガ
当
該
更
新
ヲ
希
望
シ
タ
ル

ニ
拘
ラ
ズ
当
該
更
新
ニ
付
合
意
ガ
成
立
ス
ル
ニ
至
ラ
ザ
リ
シ
場
合
ニ
限
ル
）
其
ノ
他
ノ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ニ
因
リ
離
職

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
者
ヲ
謂
フ

第
三
十
三
条
ノ
十
二
第
三
項
、
第
三
十
三
条
ノ
十
六
ノ
四
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
十
九
条
第
五

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
三
項
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
四
項
各
号
」
に
改
め

る
。第

六
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
三
項
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
二
項
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
四
項
各
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
項
中
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
三
項
第
四
号
」
を
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
四
項
第
四
号
」
に
、
「
同
条
第
三
項

本
文
」
を
「
同
条
第
四
項
本
文
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
四
項
中
「
附
則
第
二
十
五
項
」
を
「
附
則
第
二
十
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
五
項
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
分
」
を
「
平
成
二
十
一
年
三
月
分
」
に
、
「
第
六
十
条
第
一
項
第
五
号
」
を



一
〇
頁

「
第
五
十
九
条
第
五
項
第
三
号
中
「
千
分
ノ
二
十
二
」
ト
ア
ル
ハ
「
千
分
ノ
二
十
」
ト
第
六
十
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め

る
。附

則
第
二
十
九
項
の
次
に
次
の
七
項
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
ノ
三
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
特
定
理
由
離
職
者
（
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
者
ニ
限
ル
）
ニ
シ
テ
失
業
保

険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
資
格
ニ
係
ル
離
職
（
第
三
十
三
条
ノ
二
ノ
三
ニ
規
定
ス
ル
離
職
ヲ
謂
フ
次
項
ニ
於
テ
之
ニ
同
ジ

）
ノ
日
ガ
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
乃
至
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
規
定
ノ
施
行
ノ
日
ノ
前
日

ノ
間
ナ
ル
モ
ノ
ニ
係
ル
失
業
保
険
金
ノ
支
給
ニ
付
テ
ハ
当
該
失
業
保
険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
（
第
三
十
三
条
ノ
十
二

第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
者
ヲ
除
ク
）
ヲ
第
三
十
三
条
ノ
十
二
ノ
二
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
特
定
受
給
資
格
者
ト
看
做
シ
テ
第
三

十
三
条
ノ
十
、
第
三
十
三
条
ノ
十
二
及
第
三
十
三
条
ノ
十
二
ノ
二
第
一
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

失
業
保
険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
資
格
ニ
係
ル
離
職
ノ
日
ガ
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
規
定
ノ

施
行
ノ
日
前
ナ
ル
失
業
保
険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
（
第
三
十
三
条
ノ
十
二
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
者
以
外
ノ
失
業
保
険

金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ノ
中
第
三
十
三
条
ノ
三
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
特
定
理
由
離
職
者
（
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム

ル
者
ニ
限
ル
）
ナ
ル
者
及
第
三
十
三
条
ノ
十
二
ノ
二
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
特
定
受
給
資
格
者
ニ
限
ル
）
ニ
シ
テ
左
ノ
各
号



一
一
頁

ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
附
則
第
三
十
四
項
ニ
規
定
ス
ル
期
間
内
ニ
於
テ
所
定
給
付
日
数
（
当
該
失
業
保
険
金
ノ

支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ノ
第
三
十
三
条
ノ
十
第
一
項
及
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
期
間
内
ニ
於
ケ
ル
失
業
保
険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ケ

タ
ル
日
数
ガ
所
定
給
付
日
数
ニ
満
タ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
日
数
ト
ス
次
項
ニ
於
テ
之
ニ
同
ジ
）
ヲ

超
エ
テ
失
業
保
険
金
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一

第
三
十
三
条
ノ
十
第
一
項
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
基
準
日
ニ
於
テ
四
十
五
歳
未
満
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
地
方
運
輸
局
ノ
長
又

ハ
公
共
職
業
安
定
所
ノ
長
ガ
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
基
準
ニ
照
シ
就
職
ガ
困
難
ナ
ル
者
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ

二

前
号
ニ
掲
グ
ル
者
ノ
外
地
方
運
輸
局
ノ
長
又
ハ
公
共
職
業
安
定
所
ノ
長
ガ
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
基
準
ニ
照

シ
当
該
失
業
保
険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ノ
知
識
、
技
能
、
職
業
経
験
其
ノ
他
ノ
実
情
ヲ
勘
案
シ
再
就
職
ノ
支
援
ヲ

計
画
的
ニ
行
フ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
者

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
所
定
給
付
日
数
ヲ
超
エ
テ
失
業
保
険
金
ヲ
支
給
ス
ル
日
数
ハ
六
十
日
（
所
定
給
付
日
数
ガ
第
三
十
三

条
ノ
十
二
ノ
二
第
一
項
第
一
号
イ
又
ハ
第
二
号
イ
ニ
該
当
ス
ル
失
業
保
険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ニ
在
リ
テ
ハ
三
十
日

）
ヲ
限
度
ト
ス

附
則
第
三
十
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
失
業
保
険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
失
業
保
険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
期
間
ハ
第
三
十



一
二
頁

三
条
ノ
十
第
一
項
及
第
二
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
此
等
ノ
規
定
ニ
依
ル
期
間
ニ
前
項
ニ
規
定
ス
ル
日
数
ヲ
加
ヘ
タ
ル
期
間
ト

ス附
則
第
三
十
二
項
ノ
規
定
ガ
適
用
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
第
三
十
三
条
ノ
十
三
ノ
三
、
第
三
十
三
条
ノ
十
五
ノ
三
及

第
五
十
二
条
ノ
二
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
第
三
十
三
条
ノ
十
三
ノ
三
第
一
項
中
「
全
国
延
長
給
付
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
付
テ

ハ
当
該
全
国
延
長
給
付
ガ
終
リ
タ
ル
後
ニ
非
ザ
レ
バ
」
ト
ア
ル
ハ
「
附
則
第
三
十
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
失
業
保
険
金
ノ
支

給
（
以
下
個
別
延
長
給
付
ト
称
ス
）
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
付
テ
ハ
当
該
個
別
延
長
給
付
ガ
終
リ
タ
ル
後
ニ
非
ザ
レ
バ
全
国
延
長

給
付
及
」
ト
「
為
サ
ズ
」
ト
ア
ル
ハ
「
為
サ
ズ
全
国
延
長
給
付
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
付
テ
ハ
当
該
全
国
延
長
給
付
ガ
終
リ
タ
ル

後
ニ
非
ザ
レ
バ
職
業
補
導
延
長
給
付
ハ
之
ヲ
為
サ
ズ
」
ト
同
条
第
二
項
中
「
全
国
延
長
給
付
」
ト
ア
ル
ハ
「
個
別
延
長
給

付
又
ハ
全
国
延
長
給
付
」
ト
「
為
サ
ズ
」
ト
ア
ル
ハ
「
為
サ
ズ
全
国
延
長
給
付
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
付
個
別
延
長
給
付
ガ
為
サ

ル
ル
ト
キ
ハ
当
該
個
別
延
長
給
付
ガ
為
サ
ル
ル
間
ハ
其
ノ
者
ニ
付
全
国
延
長
給
付
ハ
之
ヲ
為
サ
ズ
」
ト
第
三
十
三
条
ノ
十

五
ノ
三
第
四
項
中
「
全
国
延
長
給
付
」
ト
ア
ル
ハ
「
個
別
延
長
給
付
、
全
国
延
長
給
付
」
ト
第
五
十
二
条
ノ
二
第
一
項
中

「
又
ハ
全
国
延
長
給
付
」
ト
ア
ル
ハ
「
、
全
国
延
長
給
付
又
ハ
個
別
延
長
給
付
」
ト
ス

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
乃
至
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
規
定
ノ
施
行
ノ
日
ノ
前
日
ノ
間
ニ
職



一
三
頁

業
ニ
就
キ
タ
ル
者
ニ
係
ル
第
三
十
三
条
ノ
十
五
ノ
二
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
同
条
第
一
項
中
「
ニ
シ
テ
且
四
十
五
日
（

第
三
十
三
条
ノ
十
二
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
算
定
基
礎
期
間
ガ
一
年
未
満
ナ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
二
十
五
日
）
以
上
」
ト
ア
ル

ハ
「
（
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
三
分
ノ
一
以
上
ニ
シ
テ
且
四
十
五
日
（
第
三
十
三
条
ノ
十
二
第
三
項
ニ
規
定

ス
ル
算
定
基
礎
期
間
ガ
一
年
未
満
ナ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
二
十
五
日
）
以
上
）
」
ト
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
十
分
ノ
三
」

ト
ア
ル
ハ
「
十
分
ノ
四
（
其
ノ
職
業
ニ
就
キ
タ
ル
日
ノ
前
日
ニ
於
ケ
ル
失
業
保
険
金
ノ
支
給
残
日
数
ガ
当
該
失
業
保
険
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
資
格
ニ
基
ク
所
定
給
付
日
数
ノ
三
分
ノ
二
以
上
ナ
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
十
分
ノ
五
）
」
ト
ス

第
三
十
三
条
ノ
十
五
ノ
三
第
一
項
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
再
離
職
ノ
日
ガ
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
乃
至
平
成
十
九
年
改
正

法
附
則
第
一
条
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
規
定
ノ
施
行
ノ
日
ノ
前
日
ノ
間
ナ
ル
失
業
保
険
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ニ
係
ル
第
三

十
三
条
ノ
十
五
ノ
三
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
同
条
第
二
項
中
「
各
号
ノ
一
ニ
」
ト
ア
ル
ハ
「
各
号
ノ
一
ニ
又
ハ
再
離
職

ニ
付
第
三
十
三
条
ノ
三
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
特
定
理
由
離
職
者
ニ
」
ト
ス

附
則
第
二
十
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
乃
至
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
以
下
平
成
十
九
年
改

正
法
ト
称
ス
）
附
則
第
一
条
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
規
定
ノ
施
行
ノ
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
前
月
分
迄
ノ
保
険
料
率
ニ
付
テ
ハ
第
五



一
四
頁

十
九
条
第
五
項
第
一
号
中
「
千
分
ノ
百
十
三
」
ト
ア
ル
ハ
「
千
分
ノ
百
十
」
ト
同
項
第
三
号
中
「
千
分
ノ
二
十
二
」
ト
ア

ル
ハ
「
千
分
ノ
十
九
」
ト
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
及
第
三
号
中
「
千
分
ノ
五
十
二
・
五
」
ト
ア
ル
ハ
「
千
分
ノ
四
十
九

・
五
」
ト
同
項
第
五
号
中
「
千
分
ノ
七
」
ト
ア
ル
ハ
「
千
分
ノ
四
」
ト
ス

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
十
八
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

二

第
二
条
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
七
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
九
条
の
規

定

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

（
基
本
手
当
の
受
給
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
で
あ
る
基
本
手
当
の
受



一
五
頁

給
資
格
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
個
別
延
長
給
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
又
は
所
定
給

付
日
数
に
相
当
す
る
日
数
分
の
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
終
わ
る
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
育
児
休
業
給
付
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
第
六
十
一
条
の
四
及
び
第
六
十
一
条
の
五
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の

規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
同
法
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
休
業
を
開

始
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
休
業
を
開
始
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
失
業
保
険
金
の
受
給
資
格
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

失
業
保
険
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
に
係
る
離
職
の
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
の
当
該
資
格
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
船
員
保
険
の
個
別
延
長
給
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）



一
六
頁

第
六
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
附
則
第
三
十
二
項
か
ら
第
三
十
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
失
業
保
険
金

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
に
係
る
離
職
の
日
又
は
所
定
給
付
日
数
に
相
当
す
る
日
数
分
の
失
業
保
険
金
の
支
給

を
受
け
終
わ
る
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
（
第
八
項
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
第
九
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
の

表
第
六
十
九
条
の
項
中
「
（
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り

、
同
表
附
則
第
十
二
条
第
九
項
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
九
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第

十
二
条
第
十
項
の
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
十
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項
中
「
附
則
第
三
十
項
」
を
「
附
則
第
三
十
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
三
十
一

項
」
を
「
附
則
第
三
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
三
十
項
」
を
「
附
則
第
三
十
八
項
」
に
改
め
る
。



一
七
頁

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
年
齢
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同

条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
前
項
」
に
、
「
「
次
項
」
を
「
、
「
次
項
」
に
改
め
、
「
、
「
標
準
報
酬
の
日
額
の
百
分

の
十
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
雇
用
保
険
給
付
相
当
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
」
と
」
を
削
る
。

第
六
十
九
条
中
「
（
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
百
二
十
六
条
の
二
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す

る
。附

則
第
十
一
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
育
児
休
業
手
当
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
十
一
条
の
二

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

百
分
の
四
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
五
十
」
と
す
る
。

附
則
第
十
二
条
中
第
八
項
を
削
り
、
第
九
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
項
を
第
九
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
項
と
す
る
。



一
八
頁

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
「
新
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
の
二

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
さ
れ
た
新
国
共
済
法

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
に
係
る
育
児
休
業
手
当
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
さ
れ
た

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
附
則
第
十
五
条
に
お
い
て
「
旧
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
六

十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
に
係
る
育
児
休
業
手
当
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
条
の
二
第
一
項
中
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
年
齢
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
前
項
」
に
、
「
「
次
項
」
を
「
、
「
次
項
」
に
改
め
、
「
、
「
給
料
日
額
の
百
分
の
十
に
相

当
す
る
金
額
に
当
該
政
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
給
付
上
限
相
当
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
額
」
と
」
を
削
る
。

第
七
十
一
条
中
「
（
第
七
十
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）



一
九
頁

」
を
削
る
。

第
百
四
十
三
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

附
則
第
十
七
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
育
児
休
業
手
当
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
十
七
条
の
二

第
七
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
百

分
の
四
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
五
十
」
と
す
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
七
十
条
の
二
及
び
附
則
第
十
七
条
の
二
の
規
定
は

、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
さ
れ
た
同
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休

業
に
係
る
育
児
休
業
手
当
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
さ
れ
た
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
に
係
る
育
児
休
業
手
当
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正



二
〇
頁

す
る
。

第
十
五
条
第
三
項
中
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
三
項
中
」
を
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
四
項
中
」
に
、
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第

三
項
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
四
項
各
号
」
に
改
め
る
。

（
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
を
削
る
。

一

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
四
条
第
一
項

二

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
四
十
号
）
第
十
四
条
第
一
項

三

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項

（
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
以
後
に
新
国
共
済
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
旧
国
共
済
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ



二
一
頁

る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
条
の
二
中
「
附
則
第
十
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
百
条
の
二
中
「
附
則
第
二
十
五
項
」
を
「
附
則
第
二
十
二
項
」
に
、
「
附
則
第
二
十
七
項
」
を
「
附
則
第
二
十

四
項
」
に
改
め
る
。

（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

附
則
第
五
条
第
四
項
中
「
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
七
十
九
条
の
二
」
に
、
「

と
す
る
」
を
「
と
、
第
七
十
九
条
の
二
中
「
、
第
五
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
附
則

第
五
条
第
一
項
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
う
ち
船
員
保
険
法
本
則
に
一
条
、
三
款
、
二
節
及
び
五
章
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
百
条
に
次
の
一
項
を
加
え



二
二
頁

る
。４

遺
族
年
金
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
が
支
給
さ
れ
る
と
き
は
、

遺
族
年
金
の
額
に
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
部
分
の
支
給
を
停
止
す
る
。

第
四
条
の
う
ち
船
員
保
険
法
附
則
第
二
項
か
ら
第
三
十
二
項
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
中
「
第
三
十
二
項
」
を
「
第
四
十
項

」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
中
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
三
項
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
ノ
三
第
四
項
各
号
」
に
改

め
る
。

（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
第
百
五
十
四
条
」
を
「
第
百
五
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
四

附
則
第
百
五
十
四
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
一
年
法
律
第

号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日



二
三
頁

附
則
第
百
五
十
四
条
を
附
則
第
百
五
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
四
条

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
一
条
の
う
ち
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
給
料
日
額
の
百
分
の
十

に
相
当
す
る
金
額
に
当
該
政
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
「
標
準
報
酬
の
日
額
の
百
分
の
十
」
に
改
め
る
。

（
調
整
規
定
）

第
十
九
条

こ
の
法
律
及
び
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

同
一
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
の
改
正
規
定
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
改
正
規
定
が
同
一
の
日
に
施
行
さ
れ
る
と
き
は

、
当
該
法
律
の
規
定
は
、
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ
れ
、
次
い
で
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。



二
四
頁

理

由

景
気
が
下
降
局
面
に
あ
り
、
急
速
に
悪
化
し
つ
つ
あ
る
雇
用
失
業
情
勢
の
下
、
労
働
者
の
生
活
及
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
た

め
、
雇
用
保
険
制
度
に
お
い
て
、
受
給
資
格
に
係
る
要
件
の
緩
和
、
給
付
日
数
の
延
長
に
関
す
る
暫
定
措
置
の
創
設
、
育
児
休

業
給
付
の
見
直
し
等
を
行
う
と
と
も
に
、
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
特
例
的
に
平
成
二
十
一
年
度
の
雇
用
保
険
率
を
引
き
下
げ
る

等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


